
令和３年６月伊豆の国市長定例記者会見 

                      記者発表資料№５ 

タイトル 「 ふるさとチョイス電子感謝券の運用開始について  

担 当 課 
市長戦略部 政策戦略課 担当：山本  

（電話：055-948-1415 内線：2323）  

 

１ 目的  

 伊豆の国市の魅力を幅広い世代に周知することや実際に訪れていただくため、令和

３年７月１日（木）から「ふるさとチョイス電子感謝券」の申込受付を開始する。 

寄附の返礼品として市内加盟店で使える電子ポイント（＝電子感謝券）を付与する

ことで、伊豆の国市の魅力に直接触れるきっかけを創造し、寄附者の市内周遊を促進

することを目的としている。 

 

２ 概要 

電子感謝券は、ふるさと納税の寄附サイト「ふるさとチョイス」内で提供される返

礼品で、伊豆の国市に寄附をすることでもらえる電子ポイント。市内加盟店で利用可

能。レジ横にQRコードを設置し、寄附者が専用アプリでQRコードを読み込むことで決

済を行う。これまで、ふるさと納税は返礼品を寄附者へ発送する必要があり、限られ

た業種しか参加できなかったが、電子感謝券は観光施設や飲食店も加盟店として参加

でき、幅広い業種に還元できる。 

 

３ 電子感謝券の申込について 

 申込期間：令和３年７月１日（木）～  

ふるさと納税寄附サイト「ふるさとチョイス」から申込 

        ※決済方法はクレジットカードのみ 

対  象：ふるさと納税寄附者 ※市民は対象外 

 寄附金額：１万円、３万円、５万円、10万円、50万円 

      寄附金額の３割分を市内加盟店で使用できる電子ポイントとして付与 

 問 合 せ：政策戦略課 電話：055-948-1415 

 

４ その他 

電子感謝券の加盟店参加の募集について 

  申込期間：随時受付中（11月～1月はふるさと納税繁忙期のため受付不可） 

    参加資格：宿泊、飲食、物販、観光、体験サービスを扱う市内事業者 

             ※全国チェーン・フランチャイズは不可 

   申込方法：申請書（２種類）と掲載用画像（最大5枚）を政策戦略課まで提出 

   問 合 せ：政策戦略課 電話055-948-1415 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

伊豆の国市 政策戦略課 
（055-948-1415） 

“伊豆の国市電子ポイント”は、市内加盟店での 

飲食・宿泊・買い物などに使えます 

 QRコードを 
置くだけ！ 

店頭に 

 加盟店大募集!! 

 初期費用０！ 
ゼロ  手数料なし！ 

返礼品なので 

 
スマホ決済だから 

非接触型！ 

 換金作業なし！ 
請求書１枚だけ！ 

 チケット数える 
手間なし 

電子だから 

電子ポイントで新しい客層をゲット!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税とは 
故郷や応援したい自治体に寄附することができる制度。 

寄附のお礼に特産品をもらうことができる。 

伊豆の国市電子ポイントとは 

ふるさと納税のお礼の品の一つ。 

寄附してくれた方に、特産品の代わりに、市内で使える 

電子ポイントをプレゼントします。 

市内加盟店で、飲食・宿泊・買い物などに使えます。 

利用の流れ～準備から請求まで～ 

店頭に専用 QR 

コードを設置 
※市から配布します 

利用者が専用 

アプリで QR 

コード読み取り 

利用者が使いた

い額を入力 

※店舗も金額確認 

 

利用者が決済 市へ請求書提出 

※明細表は市が提供 

加盟店に参加するには 

参加申込書を市にご提出ください。 

登録作業が完了次第、市から専用QRコードを配布します。 

 
登録費用・手数料など費用は一切かかりません。 

詳しい内容・ご相談、お気軽にご連絡ください！ 

伊豆の国市 政策戦略課 ０５５-９４８-１４１５ 
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